
 
 
 
 

令 和 ２年 度  第 １ 回 

三郷市空家等対策協議会 

議  題  資  料 

 

 

 

 

 

令和２年１０月１４日（水） 

 

三郷市役所 全員協議会室 

 



議題３ 

宅地建物取引業協会との連携状況について（報告） 
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議題３ 宅地建物取引業協会との連携状況について（報告） 

 

◆平成３１年３月２８日 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部と 

「三郷市における空家等の利活用推進に関する協定書」を締結 

◆令和元年１０月１日 協定書に基づき、「空き家の利活用に関する相談窓口」を開設 

 

【調印式の様子】 
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住宅相談窓口（空き家相談）における連携のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 相談等 
空き家の所有者等の相談者から市役所相談窓口への問い合わせ。 
 

② 相談対応 
 市の相談窓口において対応します。 
 

③ 打診・取次 
 市の相談窓口で対応困難な専門的な相談について、宅建協会による専門窓口への取次
を打診。 
 

④ 専門相談対応 
宅建協会から相談者へ連絡し相談対応します。 

 
※ 市の窓口での対応が困難な専門的な相談について、相談者から連絡先の提供が得られな

かった場合は、相談者に宅建協会の連絡先を伝えます。 

：相談者から連絡先などの個人情報提供について同意が得られた場合 

：相談者から個人情報の提供がされない場合 

① 相談等 ② 相談対応 （※）専門相談 
連絡先紹介 

④ 専門相談 
対応 

③ 打診 
・取次 

（※） 

空き家所有者 等 

 空き家専門窓口 

空き家相談窓口 【三郷市】 

【宅地建物取引業協会】 

【相談者】 
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 三郷市空き家等の利活用に関する相談票 

 
年  月  日 

三郷市長 あて 
 

  空き家等の利活用に関する相談を希望するので、下記のとおり申し込みます。 

 また、相談にあたり、下記２点について同意いたします。 

１．相談者が三郷市（以下、市）に提供した本相談に関する情報について、市から公益社団法人 

埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部（以下、宅建協会）に情報提供すること 

２．相談者と宅建協会相談員との間で行われた、相談に関する情報および記録について、宅建 

協会から市に情報提供すること 

 

   ◆下記及び裏面に、相談に必要となる情報を記載のうえ、郵送またはご持参願います。 

 

相
談
申
込
者
情
報 

〒     

住所                                                                     

(フリガナ)                                                                
㊞ 

 氏名                                                                   

電話番号： 携帯番号： 

FAX： e-mail： 

 

空き家・空き地 

の所在地 

三郷市  

 

相談申込者の 

所 有 権 関 係 

□土地・建物の所有者 □建物の所有者 □所有者の親族 

□所有者の相続人 □その他（              ） 

相談内容 

 

（具体の内容） 

□利活用 □賃貸 □売買 □リフォーム □相続  

□その他（                      ） 

 

添付書類 

（お持ちの書

類） 

 

□委任状（所有者以外の場合） 

□空き家・空き地の写真 

□建築確認通知書 

□契約書 

□耐震診断書 

□登記事項証明書 

□その他 

（           ） 

受付印（市使用欄） 

 

 

（１面） 
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空き家・空き地の状況 

土 地 土 地 面 積 ㎡（地目：宅地・雑種地） 

 

 

 

 

 

 

建 物 

種    類 

□戸建住宅 □店舗併用住宅 □共同住宅 □長屋住宅 

□店舗 □倉庫 □その他（               ） 

階層数（    階建て） 

構     造 □木造 □軽量鉄骨造 □鉄骨造  

□その他（                       ） 

床 面 積 1 階     ㎡ 2階     ㎡ ３階     ㎡ 

間 取 り （例：3LDK など） 

建築年月日 昭和・平成    年   月頃 

状 態 

 

(特記事項) 

□居住可能（□現状で居住可、□補修して居住可） 

□居住不可 

 

 

 

 

空き家・空き地

になった時期 

        年    月頃 

空き家・空き地

になった経緯 

 

備考・その他  
 
 
 
 

 

 

（相談申込みにあたっての留意事項） 
○所有者本人以外で、空き家の活用に関する相談をご希望の方は、所有者の委任状も合わせて 

ご持参または送付してください。添付書類については、それぞれ二部ご提出願います。委任状以

外の書類については、写しをご提出願います。 

○記載事項のうち不明な部分や、不足している添付書類があっても、相談の受付は可能ですが、な

るべく多くの情報を提供いただけますと、より良い相談対応が見込めます。 

○相談の対応に専門的な知識を要する場合には、宅建協会から電話、メール等で申込者様宛てに直

接連絡し、相談の対応をする場合がございます。 

○相談票および添付書類は、宅建協会への情報提供を行います。宅建協会への情報提供を望まない

事項については、記載・添付をせずにご提出願います。 

○ご相談いただいてから、ご連絡までに２週間程度お時間をいただく場合がございますので、ご理

解・ご了承願います。 

（２面） 
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議題４ 

令和元年度、令和２年度の 

空家等対応状況について（報告） 

8



 

議題４ 令和元年度、令和２年度空家等対応状況について（報告） 
 
A.空家等についての相談状況（平成２８年４月１日 ～ 令和２年９月３０日） 
○相談受付状況（空家周辺住民等からの相談） 
平成２９年度以前   １０７件 
平成３０年度      ５８件 
令和 元 年度      ６０件 
令和 ２ 年度      ３３件    

      合計２５８件 
  ※同じ相談を翌年度にも受けている案件もありますが、相談件数としては

年度別に１件としています。 

 
○相談の主たる内容（平成２８年４月１日 ～ 令和２年９月３０日） 
・雑草の繁茂     １４４件      

  ・家屋の破損      ７５件  
 ・その他（動物害虫等） ３９件 
          合計２５８件 

 

B.市民からの相談対応について 
①近隣住民から相談を受け現地調査（現状把握） 
        ⇓ 
②空家であると判明した場合は所有者を確認 
        ⇓ 
③所有者に対して適正な管理を依頼する通知文および、協定を締結しているシ

ルバー人材センター、宅地建物取引業協会を紹介するリーフレットを送付。 
        ⇓ 
④所有者が改善対応 
 
C.所有者等により改善した件数         ※件数は相談初年度 
相談年度 件数※ 
平成 29 年度以前 ４９件 
平成 30 年度 ２５件 
令和元年度 ２２件 
令和 2 年度     ７件 
合計 １０３件／１５９件 

（令和 2 年 9 月 30 日時点） 
 

⇒上記の表の内：シルバー人材センターによる対応件数 10 件 
（いずれも除草作業）  
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D.シルバー人材センターの空家に関する管理受注実績表 

 除草作業 植木作業 大工作業 建物管理 小計 
 

平成 30 年度 20 2 0 1 23 
令和元年度 22 1 0 1 24 
令和２年度※ 13 2 0 1 16 

小計 55 5 0 3 63 
※令和 2 年 8 月 31 日時点 
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議題５ 

空家実態調査の実施について（報告） 
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議題５ 空家実態調査の実施について（報告） 

 

１．空家実態調査実施の背景 
平成２６年１１月１９日に成立した「空家等対策の推進に関する特別措置

法（以下、空家特措法）」に基づき、市町村は、空き家の適正管理、利活用
の推進や、空家のデータベースの整備に努めることが求められております。
また、本調査の結果につきましては、令和４年度末に改定を予定している本
市の空家等対策計画の基礎資料となります。 
 
２．調査実施範囲 
 本調査は、市内全域の住宅を対象とし、市内を令和２年度、令和３年度の
２ヵ年に分け、実施する予定です。令和２年度は、下記都市計画図の赤枠で
囲った範囲について調査を実施し、残りの範囲につきましても、令和３年度
に調査を予定しております。 
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３．空家実態調査の実施の流れについて 
本調査は、下記の実施フローに従って実施予定です。空家の現地調査によ

る危険度・不良度判定のほか、現地調査の結果をもとに、空家と思われる住
宅の所有者に対して、所有する空家に関する空家に関する意向調査のアンケ
ートを実施いたします。 

 

 

 

 

 

  

空家実態調査実施フロー 
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４．危険度・不良度判定基準（案）について 
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５．空き家情報の統合型ＧＩＳシステムによる管理 
 三郷市で使用している地図情報システム（統合型ＧＩＳシステム）上に、
本調査の結果である、空家の位置、危険度・不良度の状況、現地写真、所有
者情報、過去の経緯、アンケート調査結果等を搭載し、空家のデータベース
を整備します。データベースは、今回の実態調査の結果のほか、今後の市民
からの問合せ等の情報についても、随時職員の手で掲載が可能となります。 
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 【ＧＩＳ上の管理イメージ図】 
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５．令和２年度実施スケジュール 
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５．令和２年度実施スケジュール 
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